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玲伽行派におけるウダーナとニダーナ  

ー十二分放と三蔵の包摂関係から一  

堀 内 俊 郎   

はじめに  

ブッダの教説の分類形式のひとつが「十二分敦」でありl、四郎四阿含や九分数よりも古  

いとされる。S融ra，geya，Vyakarapa，gath豆，ud豆na，itivrttaka，jataka，Vaipulya，adbhutadharmaの  

九つからなる九分数にniぬna，aVad亘na．upade貞aの三つを加えたものが、十二分教である。  

十二分教に関しては、前田志学の研究が、現在に至るまでも代表的な研究である。ただ、  

前田による網羅的な研究の後に、そこでは十分に扱われていなかった十二分教関連のさま  

ざまな資料一特に玲伽行派の文献－が、活用しうる状況となった。すなわち、『声閑地』  

（ふ加α斤α抽加f，鮎）とA誠助αr椚d∫α肌〟CC町αゐカ∂わ′α（ASBh）のサンスクリット（梵）テキ  

スト、チベット語欽定訳語集『翻訳名義大集（〟油和脚卸畑）』の錐語釈とされる『二巻本  

［訳語釈］（＄grasbyorbampo抑is少a）』、世親（Vhsubandhu，4－5世紀）の『釈軌論』  

（V＞古物′卸ukti，VyY）ならびにそれに対する徳慧（Gupamati）の『釈軌論注』  

（秒akhy卸uktitika，VyYT）、さらにはプトン（Buston）の『仏教史』（C％osbu7q）が、そ  

れである。さらに、十二分教を解釈している諸文献に関しては、従来おもに用いられてき  

た漢訳文献をそのチベット（蔵）語訳とあわせて考察しうる状況にある（『声聞地』「摂釈  

分」（みSあαdお血）など）。このような現況に鑑みて、筆者は拙稿2にて、稔伽行派の文献が  

十二分教中のs5tra，aVad豆na，Vaipulya，uPade畠aという項目をいかに解釈しているかを再考察  

した3。   

ところで、十二分敦中、ウダーナ（ud豆na）とニダーナ（nid豆na）という項目がある。ウ  

ダーナは、『ウダーナヴァルガ（抗拓乃即α曙α）』というよく知られている書物の書名の一部  

ともなっている。他方、こダーナは「因縁」などと訳されるが、その由来などは、必ずし  

も明確ではない。  

1前田恵聾［1964］（『原始仏教聖典の成立史研究』山喜房備審林）によれば、「仏陀所説の教法を形式や  

内容の両面から分類したもの」あるいは「本来仏陀の説法を仏弟子がまとめた梗概要領に、外から与え  

た文学形式」（前田［1964：189，186］）  

2堀内俊郎［2006］「十二分敦考一輪伽行派におけるsQtra，aVad豆na，Vaipulya，upade畠a解釈－」『仏教文化  

研究論集』10，3－19．  

3拙稿でも述べたことであるが、前田の研究は主に十二分敦のそれぞれの項目の「原意」を探ることに  

あるのであり、他方、筆者の拙稿と本稿は、後代の文献の解釈（特にその定義）を明確にする点にある。  

その点で、筆者の論考は前田の企図するところと異なり、また、本稿でも、十二分敦の項目の意味する  

ところは、前田の研究の結論に沿う形として得られる。  
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ところが、その両項目について、稔伽行派の文献である『声聞地』は明瞭な対比をもっ  

て解釈しており、興味深い。というのも、ウダーナは九分数にも登場するが、ニダーナは  

十二分敷からの登場となるなどの点で、両者は性格を異にするからである。また、同論は  

十二分敦を三蔵に配当しており、玲伽行派の聖典観を垣間見せている。   

本稿では、玲伽行派の文献、特に『声間地』を中心として、そこにおけるウダーナ・ニ  

ダーナ解釈の特色を、十二分敦と三蔵の包摂関係を考慮しつつ、再考察する。  

1．扱う資料について  

はじめに、本稿で扱う資料を確定しておきたい。冒頭にもいくつか挙げたが、『声閑地』  

（畠r．梵・蔵・漢）、AS（蔵（AS（t））・漠：『集論』））ならびにその注釈であるASBh（梵・  

蔵・漠：『雑集論』）とA抽胡αr〃つα∫α∽祝Cαり′α呼戻物∂（ASW．蔵）、『稔伽論』「摂釈分」（∂ぶ力αd  

お血蔵・漠）、『顕揚聖教論』巻六、同巻十二、『釈軌論』（WY）、『釈軌論渕（VyYT）、  

プトンの『仏教史』（αβS’妙緑樹）が、本稿の資料範囲である。プトン『仏教史』以外は、  

喩伽行派（Yog豆c豆ra）の文献に分類される。なお、ASは部分的にしかサンスクリットが現  

存せず、同論が十二分敦を解釈する箇所はそれを欠くものの、その注釈であるASBhは全  

体のサンスクリットが得られており、舟橋尚哉が和訳研究をしている－l。   

次に、『顕揚聖教論』における十二分教解釈に関して一つ指摘しておきたい。『顕揚聖教  

論』で十二分敦が解釈されているのは、巻六と巻十二の二箇所である。その『顕揚聖教論』  

は、そもそも、「地中の要を錯綜し」た文献といわれており、そのなか、「地」とは『稔伽  

論』を指す。その際、『顕揚聖教論』の科文を提示した研究である早島・毛利［1990］5に  

よって明らかなように、『顕揚聖教論』巻六は『稔伽論』巻二十五すなわち『声閑地』に、  

『顕揚聖教論』巻十二は『稔伽論』巻八十－すなわち「摂釈分」に相応している。ゆえに、  

『顕揚聖教論』における十二分教解釈は、『喩伽論』の両箇所との対応関係を前提として考  

察する必要がある。すなわち、『顕揚聖教論』とは違って『声閑地』には梵本・蔵訳があり、  

「摂釈分」には蔵訳が存する。そこで、それらをもとに、漢訳にのみ存する『顕柏里教諭』  

の十二分敦解釈を、それらとの対比のもとで考察することができるのである。以上のこと  

は十二分教研究の分野ではあまり注意されてこなかったようであり、また本稿では重要な  

ポイントとなるので、確認しておいた。   

なお、以下、上記の各文献のウダーナ・ニダーナ解釈を考察するが、梵・蔵の解釈を中  

心に扱い（和訳を施し）漢訳は、それらと重安な差異がある場合に検討するという方針を  

採る。  

l舟橋尚哉［1977］「十二分放と三蔵・二蔵との相摂関係について－「大乗荘厳程論」「大乗阿毘達磨集  

論」「稔伽論」を中心と して－」『大谷学報』57－3，27－39、同［1982］「大乗阿毘達磨集論  

（Abhidharmasamuccaya）並びにAbhidharmasamuccaya－bh豆亭yaの和訳一決択分、法品第二より－」『大谷  

学報』62－3，29－41．  

5早島理・毛利俊英［1990］「『顕揚聖教論』の科文」『長崎大学教育学部社会科学論叢』40，51－88．  

100   



臓物l行派におけるウダーナとこダ…ナ   

2．ud急na解釈  

本節では、各文献のud豆na解釈を考察する。   

以下は、膵瀾地』〔梵・成首′略号：tい掛 のud豆na解釈であるし   

Sち228．15叩230．1：udanam katamat／yat pudgalasya n豆magotramliaparik亨rtayitv率申   

bhasitam豆yaty豆mv豆Saddharmacirusthitaye呈豆sana‘血sthitayeea！idamucyateudanam／／丁   

［和訳］ウダいナとは何か∫二Jプドガラの名前と輯姓を述べず指事せず＿（▲竺鱒ud亘i鯉a）、未   

来における正法の久住のため、そLて教えの久住のために、説牢、れたものである 

gr宅t），D56a5一一6，P66bト2：eheddubdodpa，isdegangzhena／gangzaggimingdangrigs  

yongssumabrjodmabstanparjphyisIPom．phyis）dampa’ichosyunringdugnaspar   

byabadandbstanpayunringdugnasparbyaba’iphyir垣坤叫 

dubrjodpa’isdezhesbya’o〝   

『声閑地』30．418c：云何自説．二′謂於是中不鐸能請補特伽羅名字棟姓。．為令当来正法久住  

聖教久住不請両説。是名自説。  

このなか破線部に閲し、串間地研究会［1998］は－tV豆uddi畠yaを－tV豆nuddiiyaと昌一iE（つま  

りuddiiyaをanuddi畠yaと〉 しており、ニの訂正に従う t＊は想定サンスクリットであるこ  

とを示すうご二‘それは、同［1998：228．n．21］にあるとおり、漢訳とチベット語訳の当該箇所に  

は否定詞（それぞれ、不、ma）があることに照らして＊an－uddiiyaが適切だからである。   

ここで、第一に、ニがanuddほyaという語ほウダーナとニダーナの相違を示すものとし  

て『声閑地』において轟要であるF）第二に、上記の下線部からも明らかなように、漢訳の  

「不請而説」はサンスク1）ットでは「＊anuddi孟yabha！itam」に、そLてチベット語訳では「rna  

bstanpar…bshadpa」に対応することに注意が必要であるc 

さて、先述Lたとおり 許顕揚聖教論』巻大の十二分教解釈は、『声聞地』のそれとほぼ  

－一致するこ   

『顕揚聖教論』巻六。大正31．509a：自説者。謂諸鐙中不列講者姓名。為令正法久住放。  

及為聖教久住故。自然宣説。是為自説。   

［和訳］「自説」（ウダーナ）とはすなわち、諸の経典中で、〔数えを〕論うた者の姓名  

をつらねずほ己さず）、正法を久しくとどまらせるために、そして、聖教を久しくとど  

まらせるために、自然に富説したものである。これを「自説」となす。  

他方、「摂釈分」と『顕均整教諭』巻十二は、ほぼ一致する。   

bShadbsdu，I）54a5几－・6，P64a5Ⅷ6：delacheddubdodpa’isdemganglaskyang事pabrten   

P鱒r’diltaste／nyanthosrnamsbyangbarbyaba’iphyir坤頑 

（Dom．／）skyebophyimalathugsbrtsebanyebargzhag（Pbzhag）nastshulbshad   

pagangyinpadenicheddubrjodpa’isdezhesbyaste／jiskaddubcomldan’dascheddu  

fi声閑地研究会［1998〕はn豆ITlagOtramとコンパウンドに読むWayman（AlexWayman，Ana＆sisqf’the  

放かα丘α摘白粥ゴ肋乃i路Cゆ乙βg祓殉ち1961）を斥け、n豆magotr叩と分けている。しかL、筆者は、  

n蕊magotr叩というDvandvaと見る。  

7 上のテキスト中、イタリクスは、南開地研究会［1998コによる補いである（同著、「凡例＿j（Ⅹix）を参  

照圭一  
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bdodpa（Ppas）cheddubrjodparmdzaddo（parmdzaddoD；doP）zhesgsungSpa  
ltabu’o〝  

［和訳］そのなか、ウダーナとは、何（誰）も指示せず（依らず）、すなわち、声聞た  

ちを習逆させる（漢訳‥勝解を得させる）ために狙やゝれたものと、未来の人に対して  

哀れみを確立し、やり方を説いたもの、それがウダーナといわれる。すなわち、「世  

尊はウダーナを党せられた8」と説かれているようなものである  

「摂釈分」大正30．753a：自説者。謂無請両説。為令弟子得勝解放。為今上品所化有情安  
住勝理。自然而説。如経言。世尊今者自然宣説。  

『顕揚聖教論』巻十二。大正31．538b－C：自説者。謂不請而説。為令弟子得勝解放。為令  

上品所化衆生安住勝理。自然両説。名為自説。如経言。世尊今者自然宣説  

［和訳］「自説」（ウダーナ）とはすなわち、請われずに説かれたものである。弟子に  

勝解を得させるために、〔そして〕上品の教化対象の衆生を勝理に安住させるために、  

自然に説いたものを、名づけて「自説」となす。経に、「世尊、今、自然に宣説す」  

と言うよう［なものである］。  

つづいて、額着作とされるAbhidhamasamuccqya（AS（t））と、その注釈（ASBh）の解釈  

を挙げる。   

AS（t），DlOla6－7，P120a8：Cheddubdodpa，isdegangzhena／gangyirangsnasbrjod   

pa’q〝   

『輿論』大正31．686b：何等自説。謂諸経中戎時如来悦意自説。   

ASBh，95．21：udana叩yadattamanaskenod豆hrtamtadyath豆yad豆imepr豆durbhavantidharm豆   

ItyeVam誠i／／   

ASBh（t），D69al－2，P85a5－6：Cheddubrjodpa’isdenigangyirangsnasbrjodpaste／，di   

ltaste／ganggitshechosdedag’byungngo（Pins．〝）zhesbyabalasogspa’d   

［和訳］ウダーナとは、喜んだ者により述べられたものである。すなわち、「これらの  

諸法があらわとなる時に」というようなものなどである。   

『雑集論』大正31．743c：自説者。謂諸樫中戎時如来悦意自説。如伽他日。若於如是法発  

勇猛精進静慮諦思惟。爾時名梵志。   

ASVhD233a4，P284a3h4：Cheddu叫odpagandgangyirangs（Prangs）nas叫odpa，oN   

謎些旦 如9  

『釈軌論』はチベット語訳のみが現存する文献であるが、そのウダーナ解釈は以下のとお  

り。  

VYYD82b，P97a：Cheddubrjodpa’isdenigangzaggi  Cheddugsungspamayln  gyibstan  

pagnasparbyaba’ba’zhiggiphyirgangyinpaste／ganglasbcomldan’daskyischeddu  

brjodpacheddubdodparmdzaddozhesbya’q〟  

［和訳］ウダーナとは、人を指示して（cheddu）説かれたのではなく、教説をとどま  

8udぬamud血esiの訳であろう。前田［1964：342〕、水野弘元『法旬経の研究』春秋社、1981，3～4を参照。  

！，下線部に閲し、『雑輿論』はASBhではなくASVyに一致する。Cf．大正2．101c。  
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らせるためだけに［説かれたものである］つまり、ある［典籍で、］「1枚動こよってウ  

ダーナが党せられた」という［ようなものである〕lりr、  

以上から肴耽されることは、上記の文献では、ASB‡lを除き、波線部の語句が、ウダーナ  

を定義する際に嚢要なポイントとなっているということであるr   

すると、ここで問題となるのは、（1）udana解釈中に登場する「＊anuddigya（mabstanpar；  

mabrtenpar）」あるいは否定詞を除いた「uddiiya」という語句の魔味、（2）「不請」、「蟹  

講」の中の「講」という語句の意味の二点であろう。ゝ以下では、この二つの問題を、nid盃na  

解釈中に登場するuddi畠ya、「因請」という語句との対比のもとで検討したい 

3．nid急na解釈  

まず、『声聞地』の解釈を挙げる。〉   

Sち230・3－5：nid豆n叩katamatパ1）yatpudgalasyan由nagotra叩Parikirtayitv9鱒享？y叫喚年苧桓甲，   

（2）yac cakimcidvinayapratis叩yukt叩SOtpattik叩Sanid豆n叩pratimok亭aSQtram／idam  

ucyatenid豆narn］j   

［和訳］ニダーナとは何か。も1）プドガラの名前と種姓を述べて、指示して説かれたも   
やである。そして、（2）なんであれ、律（vinaya）に閲し、起源を伴い、ニダーナを   

伴った、『別解脱戒経』（pr豆timok亭aS屯tra）である。これが、こダーナといわれる。   

岳r（t），D56a6－7，P66b2－3：glenggzhi，isdegangzhe職り1）gangZaggimingdangrigs   

yongssubdodcing坤隕呵＿鱒年中＿P争dang／（Porn・／）も2）chungzad’dulbadangldan  

Pa’ibyungbadangbcaspa／glenggzhidangbcaspasosortharpa’imdosdegangyinpade  

niglenggzhi’isdezhesbya’q〝   

『声聞地』大正30．418c：云何因縁。（1き謂於最中顕示能講補特伽羅名字稜姓。因請而   

畢。（2）及諸所有毘奈耶相応有固有緑別解脱駄是名国鉄  

『顕揚聖教論』巻六の解釈も、ウダーナの場合と同様に、『声閑地』にほぼ一致する。   
『顕揚聖教劉巻六。大正31．509a：縁起者。（1）謂諸経中列論者姓名已而準軍箪。（2）  

及諸所有毘奈耶摂有線起教別解脱戒繚等。是為縁起。   

［和訳］「縁起」（＊ni虚na）とは、（1）諸の経典（＊s融ra）の中で＝、請うた者の姓と名  

をつらねて、ために宣説したものである。（2）そして、あらゆる、緒（＊vinaya）に摂   

せられ、「縁起」（．＊nid豆na）の敦を有する『別解脱戒経』などであるまっ これを「縁起」  
となす。  

ASBhはウダーナ解釈に関しては『声岡地』と異なっていたが、ニダーナ解釈に関しては、  

同論と類似する。   

AS（t），DlOla7，P120a8－120bl：glenggzhilisdegangzhena／（1）ganggi中学叫里＿野望pg苧   

p寧dang／（2）byungbadangbcaspa’ibslabpabcaspagsungspa’ou  

10プトン『仏教史』は『釈軌劉を引用しつつ解釈しているl。Obermi11餌E［1931〕肋ね叩げ助d戯££別  

働掛物明が 砂助－ぶねガエ撤紹乃β♪紺gJけげぶ仁ゆ知和，Heidelber軌：i2 

‖この簡所についてほ、本橘4の末尾を参照。  
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［和訳］ニダーナとは何か。（1）何か（誰か）を指示して（cheddu）説かれたものと、   

（2）起源を伴った制戒（＊畠ik頭PrqjRapti（ka））が説かれたものである。   

『集論』大正31．686b：何等縁起。謂国論而説。又有因縁制立学処。亦名縁起   

ASBh，95．23：nid豆na叩yatki叩Cidevapudgalamuddi畠yabh豆亭ita叩  

SOtPattikaiik亭豆pra薄aptikabh亘Sitarpv豆，tadyathasminnid豆ne’sminprakara草aitivistarah／／   

［和訳］ニダーナとは、（1）なんであれまさに、人（pudgala）を指示して（uddigya）  

説かれたもの、（2）あるいは、起源を伴った制戒が説かれたものである。すなわち、   

「このニダーナ、この主題において」と詳細に〔出ているようなものである〕。   

ASBh（t），D69a2，P85a6－7：glenggzhi’isdenigangzag’ga’（Pgang）zhiggi   

g華中n㌍Mp薫dang／byungbadangbcaspa’ibslabpabcaspagsungspaste／’diltaste／gzhi’di   

dangskabs’dizhesrgyacher’byungba’q〝   

『雑輿論』大正31．743c：縁起者。謂国論而説。随依如是補特伽羅。起如是説故。又有  
困緑制立学処。亦名縁起。謂依如是因縁。依如農事乃至広説   

ASWD233a4－5，P284a4M5：glenggzhigand’diltaste／（Pom．／）ganggicheddugsungs   

padandltungbadangbcaspalibslabpagsungspa’o〟glenggzhi’isdenigangzag’ga’zhig   

gi坤弧郎一節岬螢＿匹dang／（Pom・／）1tungbadangbcaspa’ibslabpagsungspaste／’di   

ltaste／gzhi’didang／skabs’didandrgyacher’byungba’0〟  

他方、「摂釈分」と『顕揚聖教諭』巻十二は、ニダーナを定義する際に具体的な人名に言  

及している点で重要である。   

bShadbsdu，D54a6－54bl，P64a6－8：delaglenggzhi，isdeni（1）brtennasbshadpagang   

yinpaste／deyangbcomldan’das刺unag匹1asbrtsamste   
dgeslongrnamslachosdangldanpa’igtamgsungngo（Pins．／）zhesjiskadgsungspa   

ltabudand（2）sosortharpalasbrtsamstebyungba’ilam’dulbarbsduspagangyin   

padangganglabcomldan’daskyisglenggzhi’didangskabs’dila’diskndgsungszhes   

byabagangyinpa’Q〝   

［和訳］そのなか、ニダーナとは、（1）指示して説かれたもの（brtennasbshadpa）で  

ある。それはまた、「世尊が、妙に関して、比丘たちに法要を  

説かれた」と、以上のように説かれているようなものと、（2）そして、別解脱  

（＊pr豆timok亭a）に関して生じた道であり律（＊vinaya）に包摂されるものと、（3）ある〔典  

籍〕で、「世尊はこのニダーナ、この主題（＊prakar叩a）で、このように説かれた」と  

いうものである。  

「摂釈分」大正30．753a：縁起者。（1）謂有請而説。如経言。世尊一時依黒康子為諸芯袈  

宣説法要。（2）又依別解脱因起之道毘奈耶摂所有言説。（3）又於是処説如是言。世尊  

依如是如是因縁。依如是如是事。説如是如是語。  

『顕掲聖教論』巻十二。大正31．538c：因縁者。（1）謂因詰問説。如経言。世尊於一時中  

国没力伽羅子為諸芸袈宣説法要。（2）又依別解脱増上道毘奈耶所有言説。謂12依如是  

如是因縁。依如是如是事。世尊説如是如是語。是名因縁。  

［和訳］因縁（こダーナ）とは、（1）すなわち、請問によって説かれたものである。  

経に言うが如し。「世尊、一時中において、没力伽羅子のために、諸の比丘に法要を  

宣説した」と。また、別解脱による増上道［である］律（＊vinaya）のあらゆる言説で  
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ある！1すなわち、「細見如鹿の剛毅（敢nid豆naj、如鼠如凝牒噂巨′紐prakarapaタにより、   

世繚、如蓮如羞の語を説く」という〔ものであるコrIこれをニダー”ナと名づける 

『釈軌‡論』は、政敵的に、ニダーナは「絆に関するもの」であると定廃するr」   

VyY；D82b，P97a：glenggzhi’isdeni’dulbadang†brelbaste／’dulbanibyungbasrabtu   

phyebanyidkyifPkyis）phyirteiganglasbcomidan，daskyisglenggzhi’didangskabs’di   

dangdonbyungba，di（Dom・，di）1asbcomldan，daskyis，diskadbshadpani，diskadces   

bya’ozhes’byungbayinn（沼   

［和訳〕ニダーナとは、律（♯vinayaうに関する〔＊pratis叩y血a）ものであるnつまり、   

陣は招来肇宣よって開示されたも鞘点からであるし′つまり、ある［典繚でコ「世線に  

よってこのニダーナ、この主絶、この起源により、世馴こよってこ鞘ように説かれた  

のはこのようなものである」と出ているものである 

αβぶ勒〝′智者プトン『仏教剋き12b7岬13al：g如ggzhi’isdeni（′ユタ卵ngZag’ga’zhiggi   

Cheddugsungspadang（2）byungbadangbcaspa’ibslabpabcaspagsungspaste／nor   

Canlamabyinlengyibslabpabcaspaltabu’oH   

［和訳］ニダーナとは、（い ある人を指示して 匪漉めに）説かれたものと、ほ）起  

源を伴った制戒が説かれたものである。すなわち、ダニカ（＊Dhanik扉ダニヤ   

（Dhaniya））に対して盗の制戒［がなされたコ ようなものである13。 

4．ud急naとnid急naの意味  

4．1解釈のポイント   

ウダーナ・ニダーナともに資料が出揃ったので、前節で繰越Lた問題ほ〉、「諦」とい  

う語の意味を考察したル㌔ まず、『集鼠屋と軒雉藤森』におけるニダーナ解釈は、凍駅と梵・  

蔵の記述が異なっており、少し複雑であるむ鴻駅『輿論』には「国語両説」とあるが、AS  

（t）にはganggicheddugsungspaとのみある貸他方、ASBhではya‡kir？Cidevapudgalam  

uddi畠yabha！itapとあり、これが蔵訳（ASBh毛t＝でほgangzag’ga’zhiggicheddugsungs  

匹と訳されている。そこで、AS（t）の卵nggicheddugsungspaほ、AS馳の朗を元に、  

uddi孟yabh＊taを原語として想定しえようc弓すると、AS（t）ならびにASBhのnidana解釈  

には、鴻訳『輿論』や澱訳『雉髄論』の説くような「因滴両税（綿に閑て鋭かれた＝と  

いう意味はないものと理解しうる。訂釈軌鎗易 における「cheddu」という語も同様に考え  

られる。また、隔憫地』でも、r瀾綺而鋭」はuddほyab臨写ita（蔵：bstant釘bshadpaラ♂）  

訳である。他方、『顕揚聖教鎗』巻六・巻十二にほ梵・蔵訳が存しないものの、そこに揖  

る「為寛説」「因諮問説」にudd郎abh孟錘a以外の原語は想愛しがたい（特に、『鐸掲聖教  

12前掲の「摂釈分」と『鋸葛生救藩』巻六にほ該当箇所に「と（又、血臆」という緒がありたため、  

これ以降を（3う としたが、ニこには「謂」とあるので、三つにほ分けなかった。分けないほうがよさそ  

うである。  

l：主Obermiller［1931：32］はnorcanをDhanikaと想窟しているく、「盗ヲ軋羞ぎ波羅鶴法呼の解二剥が劉冤  

されるきっかけを作った入物の名である（パーりではDhaniyaノ〕判‖断訂二百計卜戒の研究Ⅰ遠藤秋社，  

1993，凱8£う。  
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論』巻六と『声聞地』との対応関係を想起したい）。さらに、「摂釈分」の「有請而説」は  

チベット語ではbrtennasbshadpaとされているが、これも同様である。他方、前節で  

扱ったウダーナ解釈では、漢訳には「不請而説」「自然宣説」「無請而説」とあったが、こ  

れも、破線で示した対応関係から、＊anuddi畠yabh豆！itaの翻訳であると考えられる。   

まとめると、ウダーナ・ニダーナを定義する上記の文献中に出る「請」という語は  

uddi畠（ya）の訳語であり、そこに「［教えを］請う」という意味を読み込むことはできな  

いということである。では次に、udd郎aという語の意味一本稿ではこれまで「指示して」  

と訳してきたが－は何であろうか。これを考察するために、「摂釈分」と『顕揚聖教論』  

巻十二が、それぞれ「有論而説（brtennasbshadpa）」、「因請間説」すなわち＊uddigya  

（bha？ita）という語を用いる際に言及している「黒康子／授力伽羅子／ridags’dzingyibunag  

po」とは何者かという問題を、次節で考察する。  

4．2「黒鹿子」について   

ニダーナの定義に際して登場する上記の人物は何者かという問題は、筆者の知るかぎり  

従来検討されてこなかったようであるが、実は、この「黒康子」という人名は、『律』の  

「僧残法」第五条「媒嫁戒」の記述の中に登場する。「媒嫁戒」とは、平川［1993］によれ  

ば、「比丘は結婚の媒介をしてはならないという意味である」（平川［1993：421］）1‘l。そし  

て、この蝶嫁戒が制定される因縁を作った人物が、『根本有部律』では「黒鹿子」とされ  

ており、先の「摂釈分」に登場する人物と同一の名をもつのである。ただ、漢訳で同一名  

であるからといって、必ずしもそれが同一の人物を指すとは限らない。そこで、以下、こ  

の人名をさらに詳しく検討しよう。   

この人物の名前は、漢訳の諸律ではさまざまな訳語で翻訳されているので、まず漢訳諸  

律の資料における人名を列挙しておく15。  

『五分律』（大正22．12a）：「（有長者名）迦留」、『僧祇律』（大正22．271a）：「比丘迦羅」、  

『十綿棒』（大正23．18a）：「鹿子長者鬼。名日迦羅」、『十言繭律』（大正23．443b）：「仏因迦羅比  

丘鹿子児結戒」、『根本有部律』（大正23．685c）‥「（有一長者名）黒鹿子」（ここで、「黒」と  

は、平川［1993］の想定するように、カーラ＊紘1aを訳したものであろう）、『薩婆多部毘尼  

摩得勒伽』巻五（大正23．592b）：「鹿子比丘」、『鼻奈耶』巻四（大正24．864c）：「迦留鹿園子  

母字於中止住迦留比丘」、『根本薩婆多部律摂』：（大正24．542c）「迦慮蜜乗伽羅子」。   

さらに、チベット語訳の律に目を向けると、粕叫仰胡融即（PNo．1032），P210b4以降  

で「蝶嫁戒」が説かれているが、そこにおいて「媒嫁戒」制定の機縁となった人物は「ri  

dags，dzingyibunagpo」とされている（P210b7）。そして、この人名は、先の「摂釈分」  

1‘1なお、比丘に結婚の媒介が禁止される理由は、「結婚の媒介をすると、結婚後、結婚生活が適切に行  
われず、種々のトラブルが起ると、媒介者に非杜が起こされるからである」（平川［1993：422］）という。  

15平川［1993：423］にて、この人名のいくつかの用例が列挙されている。文献の略号などはそれを参照。  

ところで、パーリの律は漢訳諸律とは異なり、この人名を「ウダーイ（Ud豆yi）」とする。榊亮三郎「結  

婚の媒酌」『榊亮三郎論剰国書刊行会、1980はこの相違を会通しようと試みているが、パーリの『律』  

においてUd5yinはしばしば律制定の機縁を作った人物として言及されているので、Ud5yinは「大群比  

丘」のように一種の匿名的な名前なのであろう。ゆえに、会通の必要はなかろう。  
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チベット語訳（はぁαd鮎血）と完全に一致することが注目される（なお、粕叩叩血娩加都  

の同じ行では、その人物が「nagpo，＊k孟Ia」と呼びかけられている）。   

そこで、この「ridags，dzingyibunagpo」についてさらに検討すると、MahatyuQatii  

（Sakakied．），No．3668には、「ridags，dzingyima，mrg豆ramat豆」とある。一また、多くの場合、  

チベット語のbuはサンスクリットのputraに、nagpOはk豆1aに対応する。すると、  

麺旦ことになるpさらにいえ  
ば、前掲の『根本薩婆多部律捌にある「迦鹿家釆伽羅子」という語はこの人物に対する  

音写譜と考えられるが、 これはまさに、＊K封a（耽引0）－m柑豆r叩utraを想定せしめる。また、  

『顕揚聖教論』巻十二の「没力伽羅子」にはk豆Iaに対応する語句が見出されないものの、  

これも＊mrg計aputraに対応すると推定される㌔   

以上の考察に基づけば、「摂釈分」と『顕揚聖教論』のニダーナ定轟に登場する「黒鹿  

子、ridags，dzingyibunagpo、授力伽羅子」は、「媒嫁戒」制定の機縁を作った入物すなわ  

ち＊（K豆h）mrg豆mpu血を指すと判断してよかろう。  

4．3「uddi如a」の意味   

この考察の結果を踏まえることにより、両論がnid豆na解釈に際してこの人物に言及して  

いることの意義が明らかとなり、同時に、前節で提起した第一の問題（1）＊（an）uddigya  

は何を意味するのか、ということも理解されることとなる。   

両論は「ニダーナ」を、人（＊pudgala）を「＊ud－digJして説いたものであると定表して  

いる。これは、一般的に人を指す一種の呼びかけであると解釈される余地を残している  

（たとえば、釈尊が阿難に対して「アーナンダよ」と呼びかけて法を説くというような）。  

また、この語に対しては、「人に関して」、「人のために」という訳語を当てることも可能  

である17。しかし、両論がニダーナ定義に際して言及している人名は、先述の＊（K封a－）  

mrg豆raputraである。すると、両論が人を「＊uddi貞ya」と述べているのは、人一般を指してと  

いうことではなく、律（vinaya）の条文を制定する機縁を作った人物を「指示して」とい  

う意味であるということになる。他の文献におけるudd郎aの意味も、同様に理解しうる。  

16榊前掲密425－452はこの「媒嫁戒」を考察しており、「黒は貼1aの訳であり、鹿子とほm相良raの訳であ  

る」と述べている。しかし、「康子」は、m癖rか睡の訳であろうロ  

17uddi畠yaは、Indeclinableかud・dほのAbsolutiveかである。前者の場合、Withrefbranceto，inthename  

ofなどを意味する（Apte，nC伽cticalSdnskritEngLishDiction叩；］．S．Spe軸rSanskritSyntax．§200も参  

照）。ところが、『声聞地』におけるニダーナ解釈では、uddi畠yaは、parikirはyitv豆と射で用いられている0  

ゆえに、uddiiyaほ、POintout，refertoの意味を持つud－di点のAbsolutiveと見る。他方、プトン『仏教史』  

には、この箇所はchedduとあるく〕チベット撰述の文献であるから、これは、「～のために」と訳しても  

よかろう（Obermi11er［1931：32］はgangzaggicheddugsungspamayinを「notwithregardto（separate）  

individuals」、gangZag，ga，zhiggicheddugsungspaを「forthesakeofspecialindividuals」と訳している）㍍  

しかし、翻訳文献である『釈軌劉におけるchedduは＊uddほyaの訳語と見るべきである。なお、『法華  

割におけるuddi貞yaという譜の用例に着目した樽谷は、「名盤で」と訳している偶谷窓昭「初期大原  

仏教運動における『法華劉－uddi卸aの桐例を中心として－」『勝呂倍静博士古林記念論文集い1」常宿  

仏番林、1996，235－250）。  
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それは、『声聞地』、『顕掲聖教論』巻六、ASBh、『釈軌論注』についていえば、それらはニ  

ダーナを定義する際に具体的な人名に言及していないものの、十二分敦と三蔵（tripitaka、  

経・律・論）の対応関係を述べているからである。すなわち、それらの文献によれば、十  

二分教のうち、ニダーナ（nidana）は律（vinaya）［蔵］に配当されている1H。すると、『声  

聞地』等におけるuddi畠脚の意味も、人一般を「指して」、あるいは、人の「ために」とす  

るよりも、律との関連を念頭において解釈されるべきであろう。   

これを考えるに、律というものは「随犯随制」といわれるように、ある人（々）がある  

事件を起こし、それを機縁として制定されるものである。具体例に即して見ると、第一披  

羅夷（p豆r勾ika）である「淫戒」では、最初の制戒の機縁をつくったのはSudinnaである一9。  

彼が淫行を行ったあと、その事実関係につき、「さて、実に世尊は、このニダーナ、この  

主題において、比丘のサンガを集め、具寿Sudinnaに問うた（athakhobhagav亘etasmi叩  

nidaneetasmirppakarapebhikkhusaIPgharpsannip融点petv豆豆yasmantarpSudinna叩Patipucchi．．．）  

Ⅴinaya，III、20．14－16」とされ、さらに、「さて、実に世尊は、具寿Sudinnaを、種々の方法  

で阿貸して～比丘たちに～法に関する話オ）をなして、比丘たちにおっしゃった。ゆえに、  

比丘たちよ、私は比丘たちに、十の利益のために、学処を制定しよう（atha払obbagav豆  

豆yasmanta叩Sudinnarp anekaparlyayena Vlgarahitva・・・bhikkh缶na叩 …dhammirp kathaIp katv盃  

bhikkh5豆mantesi：tena hibhikkhave bhikkhharp sikkh豆padarp pa融和ess豆midasa atthavase  

paticca）ibid．，21．9－17」とあり、「さらにそして、このように、比丘たちよ、この学処をあ  

なた方は涌出せられたし（eva且capanabhikkhaveimarpsikkhapadarp脚）ibid・，  

21．22－23」と、淫戒が制定される。   

ここにはSudirmamuddigyaという語はないものの、釈尊がSudinnaに事実関係を問い、  

呵責し、彼を機縁として淫戒が制定されたことが述べられている。さらに、下線部に  

uddisatiの変化形が見られる。ここでは平川に従い「請出」と訳したが、この語は律に多く  

見られる。すなわち、C＞iiicalPaliDictiona7yII（Copenhagen，1960）、413abによれば、  

「uddissamanepatimokkhe（別解脱が涌出せられている時に）」などという例がある。また、  

「bhik！ur？．．．uddiiya（比丘を指定して）」という用例もしばしば見られる21。さらに、パーリ  

律に対する索引（血ぬわ肋βⅥ乃叩か顆α血盟，142－143）も、多数の用例を採録している。   

まとめると、「黒康子」の登場する文脈ならびにニダーナが律に配当されるという事実  

18丸232．14；『顕揚聖教論』巻六「此 中 所説縁起是 為律蔵」；ASBh，96．24：nidan叩  

sotpattikagik締pra錘aptibh豆！itas叩gThita印Vinayapitakam（起源を伴った学の制定を述べたものに含まれるニ  

ダーナは、律蔵である）；WY了；D247a6q7，P124b6－7：glenggzhi，isdeda咽／de）tabubyungbaJisdede  

ni，dulbakhonayinte／der，duspa，iphyirrq〟（ニダーナと＊itivrttakaは律に他ならない。そこに含まれる  

からである）。  

】9この箇所は既に前田［1964：447］がニダーナの内容として取り上げているが、今はuddほyaの意味を  

考察するという観点から検討を加える。  

20『顕揚聖教論』と「摂釈分」のニダーナ解釈に「法要chosdangldanpa，igtan、＊dharmik亘－kath5」という  

語が出ていたが、これに相当する戯ほmmi呵ka仇a叩という語が律に登場している。  

21平川彰『二百五十戒の研究ⅠⅠ』、春秋社，1993，171，208など。  

22compiledbyY：Ousaka，M・協mazaki，K・R■Norman，PTS，2001・  
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からみて、こダーナが「人をud－di会して説かれたもの」であるという玲伽行派の論書に見  

られる定義は、律制定の機縁を作った人物を「指示して」という意味、あるいは、律に頻  

出するud－di貞という語を念頭においてのものであり、律との関連を読み込んだ定義である  

と考えられる。   

本節の終わりに、こダーナが「経典一般の因縁・由縁を説くもの」であるという解釈㍊  

を再検討しておきたい。確かに漢訳の『顕揚聖教論』巻六は、nid豆naを説明する際に「諸  

経中（諸の経典の中で）」と述べており、『顕揚聖教論』巻十二と漢訳の「摂釈分」は、「如  

経（＊s融ra）言（経典に説かれるように）」という導入句を置いている。ゆえに、それらは  

nid豆naを律（vinaya）ではなく経典（s5tra）中の所説を指すと解釈していると理解される  

可能性がある。しかし、『顕揚聖教論』巻六に対応する『声聞地』（梵・蔵）にはそのよう  

な語はなく、「摂釈分」のチベット語訳には「jiskadgsungspa（以下に説かれるように）」  

とのみある。そうであれば、両文献は必ずしもnid象naを経典（s5tra）中の所説と解釈して  

いることにはならない。  

5．udanaとnid急naの関連  

最後に、『声聞地』におけるウダーナ・ニダーナ解釈の関連性について考察を加えたい。  

すなわち、上に見てきたとおり、同論における両項目の解釈は対をなしているので、その  

意義を考察する必要があろう。この間題に関連して、前田［1964：448．n．2］は、「文学類型  

上nid豆naがud豆naと発生史的に深い関係を有するとは考えられない」と述べている。ただ、  

ニダーナとウダーナが発生史的には深い関係を有していなくとも、『声聞地』や「摂釈分」  

等における解釈に限って言えば、両項目が関連づけられて解釈されているということは確  

かである。むしろこの場合、発生史的に深い関係を有していないことこそが、『声聞地』  

や「摂釈分」等において両項目が対応・関連していることの特異性を浮かび上がらせる。  

つまり、それらの論番は、意図的に、ウダーナとニダーナの定義を関連づけているといい  

うるのである。   

そこで、明瞭な対比を見せる稔伽行派の文献によるウダーナとニダーナの定義はいずれ  

が先に（いずれが元となって）確立されたのかという問題を提起して考えることができよ  

う。この場合、『声聞地』以前の文献における両項目の解釈に手がかりを得たいところで  

あるが、『声閑地』がいかなる文献の記述を参考にして、自らの十二分教解釈（あるいは今  

問題としているウダーナ解釈）を確立したのかは定かではない。しかしながら、同論がな  

んらの文献も参照しなかったということも考えにくい。そこで、暫定的に、年代的に『声  

聞地』に先行すると考えられる文献に共通する記述をもって『声聞地』の解釈の背景と見  

て、考察をすすめたい。   

先行研究によれば、ウダーナ解釈には共通する特徴があるようである。すなわち、前田  

［1964］の指摘するところによれば、ud豆naとは「自説」であり、その「動因は」「憂書の  

感慨にあった」。そして、「『自説』であれば当然無間であるから『無間自説』の解釈が生じ」  

㍊前田［1964：44ト442］。  
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たという（同［339］）。ところで、前田のいう、このニダーナは「憂喜の感慨」に基づく  

「自説」であり、「『自説であれば』『無間』である」という論理を推し進めると、無間であ  

れば特定の人に対して（特定の八を指して）説かれたのではないという理解も、スムーズ  

に導かれうる。ud豆naが＊anuddi畠押（〔人を〕指示せずに〔説かれたもの〕）であるという  

『声聞地』のud豆na解釈は、他の文献におけるud豆na解釈の用例からみて、違和感のないも  

のといえる。   

他方、『声聞地』などで律に配当されるnid豆naについていえば、律はある人（々）の起  

こした事件を機縁として制定されるという点から、人を「指示して（uddi貞ya）説かれたも  

の」と定義されることに合点がゆく。また、本稿ではその詳細な用例を列挙することはで  

きないものの、ud－di畠という語は、律に広く見られる点で、そのニダーナ定義にud－di貞と  

いう語を用いてるいのは、聖典上の根拠があることから、重い由来を持つものといえる。   

この場合、明瞭な類似が看取される『声聞地』等のウダーナ・ニダーナ解釈においては、  

udd郎aという律に広く見られる用語が用いられているという点で、いずれかといえばニ  

ダーナ解釈が中心にあり、その後で、ウダーナ解釈がそれと対比させる形でなされている  

と考えうる。  

結論  

本稿では、主に『声閑地』における十二分教解釈申、ウダーナとニダーナ解釈を検討し  

た。その結果、以下の結論を導くことができよう。  

『声間地』で、ウダーナとニダーナは、それぞれ＊anuddi畠yabha？ita、uddiiyabh豆sitaとい  

う表現で対比されて定義されており、『顕揚聖教論』巻六、巻十二、「摂釈分」も同様と考  

えられる。また、AS，ASBhではウダーナ解釈にanuddiiyaという語は見られないものの、  

ニダーナが、uddi卸aという語を用いて定義されている。   

それらの漢訳は＊anuddigyabh豆！ita、uddigyabh豆Sitaを、「請」という語を翻訳しているが、  

サンスクリットとの対応を考慮する限り、［数えを］「請う」、「請わない」という意味はな  

い。   

喩伽行派の文献でウダMナ・ニダーナ定義に用いられているuddiiya、＊anuddigyaという  

語は、「指示して」、「指示しないで」という意味である。特に、三蔵のうち律に配当され  

るニダーナ解釈に際してuddほyaという語が用いられているのは、律はある特定の人物の  

起こした事件を機縁として制定されるので、その人物を「指示して」という意味と理解さ  

れる。あるいは、ud－di畠という語は律に頻出するので、それを念頭において、ニダーナ定  

義に際してuddほyaという語を用いたのであろう。   

両項目に対する『声閑地』の解釈は明確な対比を見せているが、nid豆na解釈では、  

uddigyaという聖典上の語が用いられている。ゆえにこのnidana解釈が先に確立され、  

ud孟naは、それにあわせる形で定義がなされたものと考えられる。   

本稿の結論は、「学処制定の由来を説く因縁」がニダーナであるという前田［1964：  

446，448］の見解に、方向としては一致する。ただ、ニダpナ解釈に見られるuddiiyaとい  

う語の意味に着日し、また、十二分放と三蔵の包摂関係を考慮して検討した結果、玲伽行  

派の文献においてニダーナは律の全体を指すと理解しうることを示したものである。  
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なお、十二分教は、いくつかの文献においては、三蔵との関係のもとで論じられてい  

る。ゆえに、十二分敦解釈の検討は、大乗の側が経・律・論という三蔵－そこには当然、  

小乗（声閉域）の伝承する阿含が含まれる－をいかに捉えていたのかという、大乗におけ  

る聖典観の問題とも関係するものと考えられる。  

文献■略号  

AS（t）  

ASBh  

ASBh（t）  

αβざ勒α材：  

TibetantranslationofAbhidhamasamuccLya．DNo．4049，PNo．5550．（『集論』）  

Abhidharmasamuccqya－bh白妙a．N．Thtiaed．，Patna，1976．（『稚集論』）  

TibetantranslationofASBh．DNo．4053，PNo．5554．  

∂βgみαγがカq野如7∂ぶね犯♪α’宮邸αJ妙gdc如ぶ毎よ勒〟喝脚α∫が祝昭和わわ乃♪∂  

che，imdzodcesbaba．771eCollected勒沌sQfBu－Sion．Part24（Yh），Lokesh  

Chandraed．，gata－pitakaSeriesvol．64，NewDelhi，1971．（プトン『仏教史』）  

乃βmβぬ乃符画才αね鎚β（なぞβ戯わ軋  

乃β耶みgぬ乃二け軒担毎旅紘智g励わ軋  

馳1i恥ⅩtSociety  

『玲伽論 声閑地 第一玲伽処－サンスクリット語テキストと和訳－』  

大正大学総合仏教研究所声聞地研究会、山喜房備蓄林．1998．（『声間地』／  

声聞地研究会）  

TibetantranslationofrmlnyorsAyod9a7salasPbndwskyisa．DNo．4036，  

PNo．5537．  

TheⅥnqyaPifakaTT7：HermanOldenberged．，PTS，5Vbls．  

Vhsubandhu，F3｝akb）卸ukti．DNo．4061，PNo．5562．（『釈軌論』）  

GuDamati，V＞akb7＆uktiiika．DNo．4069，PNo．5570．（『釈軌論注』）  

虎児αg勒βr妙Od♪α’よ∫αねぎ用α桝♪αγ占g力αd♪αゐざ血毎・PNo・5043，DNo・4042・  

（「摂釈分」）  

『大正新修大蔵経』  

A CriticalEdition ofthe勧sbor bamPo抑ispa，An01dand Basic  

Commentaryonthe肋haサ坤atti二巻本訳語釈．MieIshikawa，Therrbyo  

Bunko，1990．  
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thianaandnidanaintheⅥ）g豆C豆raliteratures：   

FbcusingontherelationshipbetweentheDvadd3a痩堤dharm昭和VaCana  

（twelveliteraryformsoftheBuddha’steachings）  
andtheわ′砂i担ka（threebaskets）  

Tbshiro HORIUCHI  

Thispaperaimstocriticallyexaminethede点nitionsofudanaandnidana，Whichconstitute  

membersoftheDvada5afbadhaYmqi，mVaCana／dvada3a4gavacqgaiaortwelveliteraryformsof  

the Buddha’s teachingsin the Ybg豆C云raliterature．1have drawn therefrom the fbllowlng  

conclusions：  

1）ManyoftheYbgac豆ratreatisesincludingtheふavakabhiimi，theAbhidhannasamucqabh卸a  
de銭nenidana byaphraseuddi＊abha？ita．2）Uddiiyameans“pointingout（person［s】who  

causedascandalwhichleadstheBuddhatosetforththerulesoftrainingintheVinaya）”，Since  

thebShadbsduandtheXia7V，aタ節he吻iao－lunrefertoaname＊K豆Ia－mrg亘1aputrawhenthey  

usethephrase＊uddi＊a，andthe励avakabhiimiandsomeothertextsallotnidanatothe  

Vinaya－pi申ka．3）IntheⅥ）g豆C盃raliteratureingeneral，theliteraryformnidana coversthe  

wholeorwideareaoftheVinaya－Pi申．ka．4）Inthehavakabhdmi，thedefinitionofnidanaas  
uddiiyabha？itaisfbrmedearlierthanthatofudanaasanuddi＆abh郎ita，becausetheverbud－  

di3isinfactusedwidelyintheVinaya．  
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